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令和

働き方改革　業務パソコンの一斉シャットダウンの追加実施につい
て

　本市では令和４年８月から長時間労働の抑制、職員の健康保持及
び地域・家庭生活との調和並びに省エネルギー推進を目的に、毎週
木曜日をノー残業デーとし、１９時に業務パソコンの一斉シャット
ダウンを実施し、働き方改革を推進してきました。
　令和５年６月から、勤務間インターバルを確保し、職員一人一人
の労働生産性向上を図るため、週１回（毎週木曜日）のノー残業
デーを廃止し、週２回（毎週水曜日及び金曜日）をノー残業デーと
し、業務パソコンの一斉シャットダウンを追加実施します。
　実施内容としては、水曜日と金曜日の終業時間である１７時１５
分に事前に予告メッセージを表示後、１８時に、水曜日と金曜日以
外の日は２１時に予告メッセージを表示後、２１時４５分に、それ
ぞれ業務パソコンの一斉シャットダウンを行います。
　この取組を通して職員自身の業務の見直しや調整の契機とし働き
方改革の推進に努めます。

　勤務間インターバルを確保し、職員一人一人の労働生産性向上を
図るため、一斉シャットダウンを追加実施します。


